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１  計画策定の意義  

本市の第 7 次総合計画では、将来都市像を「人が輝く 安心快適な産業文化都市」とし、

その実現に向けて 7つの重点課題に対応した重点プロジェクトを掲げ、重点的に取り組むと

ともに、5つの分野、30 の基本施策からなる分野別計画を策定し、各分野における施策を推

進しています。ごみの処理については「都市と自然が織りなす住みよいまちづくり（都市環

境分野）」に位置づけています。これは人と環境の共生する持続可能な低炭素社会や循環型社

会の形成を目指し、快適な都市空間の整備を進めることにより、生活の質を維持・向上させ

るものです。 

そのためには、市民、事業者、行政がそれぞれの立場で環境活動に取り組み、地球環境を

保全し、環境にやさしいライフスタイルに転換していくことが必要です。 

本計画は、一般廃棄物処理基本計画を踏まえ、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促

進等に関する法律（以下「容器包装リサイクル法」という。）第 8条に基づいて、本市の容器

包装廃棄物の排出量の見込み、排出抑制のための方策や、分別収集の実施に関し、重要な事

項を示すことで、市民・事業者・行政それぞれが果たす役割を明確にし、具体的な推進方策

を明らかにするものです。 

本計画の推進により、第 7次総合計画に掲げる「人が輝く 安心快適な産業文化都市」と

いう、持続可能な循環型社会の形成を図ります。 

 

将来都市像 「人が輝く 安心快適な産業文化都市」 

【分野別計画】 

 

基本方針１（都市環境分野） 

都市と自然が織りなす住みよいまちづくり 

 

基本方針２（教育文化分野） 

生きる力を育み生きる喜びを実感できるま

ちづくり 

 

基本方針３（産業振興分野） 

人と技術で賑わいを創り笑顔で働き続けら

れるまちづくり 

 

基本方針４（福祉安全分野） 

支えあいみんなが元気で安心して暮らせる

まちづくり 

 

基本方針５（計画推進分野） 

市民と行政の信頼と協働で築くまちづくり 

 

【重点プロジェクト】 

安全・安心 

～暮らしの安全・安心の確保～ 

 

活力・魅力 

～まちの活力や魅力の強化～ 

 

ゆとり・生きがい 

～ゆとりや生きがいの創出～ 

 

次世代育成 

～次代を担う子ども・若者の育成～ 

 

持続 

～未来に受け継ぐ持続可能なまちづくり～ 

 

市民力・地域力 

～市民力・地域力の向上～ 

 

信頼 

～市民と行政の信頼関係の強化～ 
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２  基本的方向  

   本計画を実施するに当たり、次のとおり基本的方向を示します。 

   （１）容器包装廃棄物の発生抑制、再使用、リサイクルを基本とした地域社会づくり 

   （２）市民・事業者・行政の連携と協働による環境負荷の低減 

   （３）環境教育・普及啓発の推進により、廃棄物に対する意識の向上 

３  計画期間  

   本計画の計画期間は、令和 5年 4月を始期とする 5年間とし、3年ごとに改定します。 

４  対象品目  

   本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無 

色、茶色、その他）、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチ 

ック製容器包装を対象とします。 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み (法第 8 条第 2 項第 1 号) 

                                     単位：ｔ 

年        度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 

容 器 包 装 廃 棄 物 5,124 5,195 5,268 5,345 5,425 

 【内  訳】 

スチール製容器  120 120 119 119 119 

アルミ製容器  165 170 174 178 183 

無色ガラス製容器  278 276 274 272 269 

茶色ガラス製容器  220 218 216 214 213 

その他ガラス製容器  234 232 231 229 227 

飲料用紙製容器  33 33 33 33 33 

段ボール  1,251 1,278 1,307 1,337 1,369 

紙製容器包装  350 340 331 322 313 

ペットボトル  402 410 419 427 436 

プラスチック製容器包装 2,071 2,118 2,165 2,213 2,263 
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６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項（法第 8 条第 2 

項第 2号) 

  容器包装廃棄物の排出抑制のため、以下の方策を実施します。 

  なお、実施にあたっては、市民、事業者、行政が一体となって、相互に協力・連携をとり

ながら進めます。 

 

（１）市民の役割 

  市民はごみの排出者としての責任を自覚し、マナーを守り、ごみを減らす工夫をすると 

ともに、資源のリサイクルという観点に立って、積極的に再生品を利用し、行政の行う施策

に協力するよう努めます。 

             市  民  の  役  割 

商品購入時の取り組み マイバッグの持参運動による紙袋やレジ袋の自粛 

簡易包装への協力 

詰め替え用容器の使用及び使い捨て商品の自粛 

再生品や再利用可能商品の購入 

ごみ排出時の取り組み 分別排出の徹底 

資源回収、業者回収、店頭回収への参加 

リサイクル活動への積極的な取り組み ごみの適正排出 

行政や地域行事への参加 

家庭内での環境教育 

  

（２）事業者の役割 

 事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理するとともに、減量、

資源化を促進します。 

 また事業を行うに際しては、製品が容易にごみにならないよう配慮するとともに、再生資

源を使用し、不用品となったものを再生資源として利用することを促進します。 

             事  業  者  の  役  割 

販売店の取り組み 簡易包装の推進 

店頭回収への協力 

製造・流通業者の取り組み 詰め替え製品への転換 

ごみを排出しない生産工程の確立 

ごみになりにくい製品の開発 

資源回収ルートの確立 

容器包装廃棄物（梱包材）の排出抑制と再利用 

 

（３）行政の役割 

 行政は市民及び事業者に対して、ごみの減量、資源化についての意識の向上を図るととも

に、再利用を目的とした分別収集体制の充実に努めます。 
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収

集に係る分別の区分(法第 8 条第 2 項第 3 号) 
 

  最終処分場の残余容量、処理施設の状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分別収集 

を行う容器包装廃棄物の種類及び分別区分を下表のとおり定めます。 

  また、市民の協力、市が有する再生施設、収集機材等を勘案し、収集に係る分別の区分は 

下記右欄のとおりとします。 

 

分 別 収 集 す る 容 器 包 装 廃 棄 物 の 種 類  収 集 に 係 る 分 別 の 区 分 

主としてスチール製の容器 空き缶・金属類 

主としてアルミ製の容器 アルミ缶 

 

主として     無色のガラス製の容器 

ガラス製の    茶色のガラス製の容器 

容器       その他のガラス製の容器 

空きビン 

主として紙製の容器であって飲料を充てんする 

ためのもの（原材料としてアルミニウムが利用され

ているものを除く。) 

牛乳パック 

主として段ボール製の容器 古紙類(段ボール) 

主として紙製の容器包装であって上記以外のもの 紙製容器包装 

主としてポリエチレンテレフタレート(ＰＥＴ）製の

容器であって飲料、しょうゆ等を充てんするための

もの 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上記以

外のもの 
プラスチック製容器包装 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及

び容器包装リサイクル法第 2 条第 6 項に規定する主務省令で定める物の量の見
込み(法第 8 条第 2 項第 4 号) 

                                    単位：ｔ 

 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 

主としてスチール製の容

器 
114 114 114 113 113 

主としてアルミ製の容器 159 163 167 172 176 

無色のガラス製容器※ 

250 248 246 244 242 

Ａ 

  0 

Ｂ 

250 

Ａ 

  0 

Ｂ 

 248 

Ａ 

  0 

Ｂ 

 246 

Ａ 

  0 

Ｂ 

 244 

Ａ 

   0 

Ｂ 

 242 

茶色のガラス製容器※ 

198 196 195 193 191 

Ａ 

  0 

Ｂ 

 198 

Ａ 

  0 

Ｂ 

 196 

Ａ 

  0 

Ｂ 

 195 

Ａ 

   0 

Ｂ 

 193 

Ａ 

   0 

Ｂ 

 191 

その他のガラス製容器※ 

211 209 208 206 204 

Ａ 

 211 

Ｂ 

 0 

Ａ 

 209 

Ｂ 

 0 

Ａ 

208 

Ｂ 

 0 

Ａ 

 206 

Ｂ 

 0 

Ａ 

 204 

Ｂ 

 0 

主として紙製の容器であ

って飲料を充てんするた

めのもの(原材料として

アルミニウムが利用され

ているものを除く。） 

26 26 26 26 26 

主として段ボール製の容

器 
1,149 1,171 1,194 1,218 1,244 

主として紙製の容器包装

であって上記以外のもの 

※ 

210 204 199 193 188 

Ａ 

 210 

Ｂ 

 0 

Ａ 

 204 

Ｂ 

 0 

Ａ 

 199 

Ｂ 

0 

Ａ 

 193 

Ｂ 

 0 

Ａ 

 188 

Ｂ 

0 

主としてポリエチレンテ

レフタレート(PET)製の

容器であって飲料、しょ

うゆ等を充てんするため

のもの※ 

362 369 377 385 393 

Ａ 

0 

Ｂ 

362  

Ａ 

0 

Ｂ 

369  

Ａ 

 0 

Ｂ 

 377 

Ａ 

0 

Ｂ 

 385 

Ａ 

 0 

Ｂ 

 393 

主としてプラスチック製

の容器包装であって上記

以外のもの※ 

1,243 1,271 1,299 1,328 1,358 

Ａ 

1,243 

Ｂ 

   0 
Ａ 

1,271 

Ｂ 

   0 
Ａ 

1,299 

Ｂ 

   0 
Ａ 

1,328 

Ｂ 

   0 
Ａ 

1,358 

Ｂ 

   0 

 注）※の項目について、下段のＡは容リ協への引渡し予定量を、Ｂは市の独自処理予定量を示し

ます。 
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び

容器包装リサイクル法第 2 条第 6 項に規定する主務省令で定める物の量の見込
みの算定方法 

 
  特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第 2条第 6項に規定する主務省令で

定める物の量の見込み ＝ 令和 3年度処分量実績×排出量伸び率 

 
※ 排出量伸び率については、人口増加率及び過去数年分の実績値を勘案して算出しました。 

 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（第 8 条第 2 項第 5 号） 
 

  本市から排出される容器包装廃棄物に関し、分別収集を実施する者（主体）は次のとおり

とします。 

 

分 別 収 集 の 実 施 主 体 
 

容器包装廃棄物の種類 
収集に係る 

分別の区分 
収集・運搬 選別・保管等 

スチール製容器 

不燃ごみ 委託業者による定期回収 
保管は市 

選別は民間業者 
空き缶・金属類 

委託業者による定期回収 

市による拠点回収 

市民団体による集団回収 民間業者 

アルミ製容器 アルミ缶 

委託業者による定期回収 保管は市 

選別は民間業者 市による拠点回収 

市民団体による集団回収 民間業者 

ガラス製容器 

（無色・茶色・その他） 
空きビン 

委託業者による定期回収 
委託業者 

市による拠点回収 

飲料用紙製容器 

紙製容器包装 委託業者による定期回収 
委託業者 

牛乳パック 

市による拠点回収 

市民団体による集団回収 民間業者 

店頭回収 民間業者 

段ボール 
古紙類 

（段ボール） 

委託業者による定期回収 
委託業者 

市による拠点回収 

市民団体による集団回収 民間業者 

紙製容器包装 紙製容器包装 
委託業者による定期回収 

委託業者 
市による拠点回収 

ペットボトル ペットボトル 

直営・委託業者による 

定期回収 市 

市による拠点回収 

 プラスチック製容器包装 

プラスチック製 

容器包装 

委託業者による定期回収 
市 

市による拠点回収 

白色トレイ 店頭回収 民間業者 
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第 8 条第 2項第 6号） 

 

 (1) スチール製容器、アルミ製容器は保管をし、ペットボトル及びプラスチック製容器包装

については、本市の最終処分場隣にあるリサイクル施設で保管、選別、圧縮をします。 

 (2) ガラス製容器については、民間施設で保管、選別します。 

 (3) 飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装については、民間施設で保管、選別、圧縮、

します。 

 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 
 

 本計画を実施するにあたり、次の取り組みを重点的に推進します。 

  

(1) 意識の改革 

  ① 普及啓発、環境教育の推進を図ります。 

   ・市広報誌、ホームページ等を通じた環境負荷低減のＰＲ及び啓発 

   ・ごみの３Ｒに関する啓発物の作成 

   ・かりや出前講座等による環境学習の支援 

   ・「循環型社会構築のための環境実践事業」による市民の環境問題への意識啓発 

   ・児童・生徒向けの環境関連副読本の配付 

   ・ごみ散乱防止推進員による啓発等、地域の環境リーダーの育成 

   ・その他３Ｒ推進のためのシンポジウム、フォーラム等のイベント開催 

② ごみの適正な分別収集・排出の徹底を図るため、自治会等による可燃ごみ置き場、ご 

みステーションでの指導、助言を支援します。 

③ 市民、事業者、行政等で構成する「刈谷市ごみ減量化推進会議」を通じて、一体とな

ってごみの減量化を推進します。 

 

 (2) 資源回収の促進 

  ① 市のホームページやごみ収集カレンダー、リーフレットに掲載する分別・排出方法の

内容を充実させ、分別排出を促進します。 

② 分別収集に協力する地区に対する報償金の交付、自主的に資源回収活動を実施する団

体への奨励金の交付及び常設の資源回収所の新規設置に対する補助を行い、資源回収量

の向上を図ります。 

  ③ 不燃ごみに含まれる容器包装廃棄物等を再分別し、資源としてリサイクルします。 

  ④ さらなる廃棄物の抑制、分別を促進するため、家庭ごみ有料化制度導入の検討を行い

ます。 

 

 (3) 事後評価と課題の検討 

   毎年度の取り組み実績を「刈谷市ごみ減量化推進会議」で公表するとともに、一般廃棄

物処理基本計画と整合を図りながら、課題を整理し、次回の計画改定に反映させます。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刈谷市役所 産業環境部 ごみ減量推進課 

〒448-0838 刈谷市逢妻町 2丁目 26 番地 1 

TEL（0566）21-1705   FAX（0566）26-0507 

E-MAIL genryou＠city.kariya.lg.jp 


